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山火事に注意しましょう
～３月は「山火事予防運動月間」です～
　
　春先は空気が乾燥し、山火事が発生しやすい季節となることから、県では３月を
「山火事予防運動月間」としています。期間中は、市町村や消防機関等と連携し、県民の皆様に、山火事予防への理解を深めていただくため、啓発活動を実施します。

１　運動期間　　令和８年３月１日（日）～３月３１日（火）
２　啓発活動
（１）懸垂幕の掲出
ア　掲出期間　　２月１７日（火）～３月９日（月）
イ　掲出場所　　本庁（県庁舎）
ウ　掲出内容　　山火事予防啓発運動の実施
（２）ＳＮＳでの注意喚起
ア　掲載開始日　　３月１日から
イ　掲載するＳＮＳ
・県公式Facebook「晴れの国おかやまかわら版」
・県公式X（旧Twitter）
（３）各地域での啓発
各地域で市町村、消防機関等と連携した街頭啓発、パレードや広報パトロール等を実施
※各実施内容については、市町村等から報道発表を予定しています。
　

３　その他関連する取組
・県フォレストレンジャー（森林巡視員）による森林巡視
・関係機関が連携し山火事予防対策について協議する「山火事予防連絡協議会」を各県民局で開催
お 知 ら せ








